
姫路市認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳ
ネットワーク事業の事前登録のご案内

◇発見の協力とは？
高齢者支援課から行方不明発生時に行方不明者の「日時、場所、行方不明者の氏名、
服装など」が記載されたメールが届きます。協力者は日常生活や業務の可能な範囲で
発見のご協力をしていただく制度です。
協力者には、事業所名や連絡先、メールアドレスなどを登録していただいています。

認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳネットワークとは

この事業は、行方不明になる可能性のある方の情報を事前に登録し、身体
的特徴や行動範囲などを最寄りの警察署や地域包括支援センターと情報共
有します。また、身元確認用の二次元コードシールをお配りします。

行方不明発生時には、警察が事前情報を元に捜索等を開始するほか、介護
事業所や金融機関などのＳＯＳネットワーク登録機関にも協力を依頼しま
す。
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情報提供・協力依頼

ご相談や書類の提出は最寄りの地域包括支援センター

もしくは高齢者支援課（221-2842）まで


